
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
九
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
三
号
ハ
中
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
成
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
」
を
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
六
の
二
第
一
項
中
「
同
号
二
本
文
」
を
「
同
号
ニ
本
文
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
の
二
第
一
号
中
「
一
日
に
保
育
す
る
乳
幼
児
の
数
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
五
人
以
下
で
あ
る
施
設

」
を
「
次
に
掲
げ
る
乳
幼
児
の
み
の
保
育
を
行
う
施
設
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
の
数
」
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
組
合

等
」
を
「
組
合
」
に
改
め
、
「
又
は
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
、
「
受
け
て
」
の
下
に
「
当
該
」
を
加
え
、
「
の
数



」
を
削
り
、
同
号
ニ
中
「
の
数
」
を
削
り
、
同
号
ト
中
「
の
数
」
を
削
り
、
同
号
ト
を
チ
と
し
、
同
号
ヘ
中
「
の
数
」
を
削
り

、
同
号
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

設
置
者
の
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
密
接
な
人
的
関
係
を
有
す
る
者
の
監
護
す
る
乳
幼
児

第
四
十
九
条
の
三
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
の
設
置
者
又
は
一
日
に
保
育
す
る
乳
幼
児
の
数
が
五

人
以
下
で
あ
る
施
設
（
前
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
第
四
十
九
条
の
七
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
者

に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
置
者
及
び
職
員
に
対
す
る
研
修
の
受
講
状
況

第
四
十
九
条
の
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
関
す
る
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態

に
置
い
て
こ
れ
に
伝
達
し
、
か
つ
、
当
該
情
報
の
伝
達
を
受
け
た
保
護
者
が
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
目
的
と
し
て
電
子

メ
ー
ル
そ
の
他
の
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
九
条
の
七
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
し
て
当
該
情
報
を
伝
達
す

る
設
置
者
と
相
互
に
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
（
当
該
設
置
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
利
用
す
る
方
法
を



除
く
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
よ
う
と
す
る
設
置
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
情
報
を
公
衆
に
伝
達
す
る
た
め
の
電

気
通
信
の
送
信
元
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
（
同
号
に
お
い
て
「
送
信
元
識
別
符
号
」
と

い
う
。
）

第
四
十
九
条
の
七
中
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
関
す
る
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
置
い
て
こ
れ
に
伝
達
し
、
か
つ
、
当
該
情
報
の
伝
達
を
受
け
た
保
護
者
が
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
目
的
と
し
て
電

子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
電
気
通
信
を
利
用
し
て
当
該
情
報
を
伝
達
す
る
設
置
者
と
相
互
に
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
設
置
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
情
報
を
公
衆
に
伝
達
す
る
た
め
の
電
気
通
信
の
送
信
元
を
識

別
す
る
た
め
の
送
信
元
識
別
符
号

第
四
十
九
条
の
七
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
の
設
置
者
又
は
一
日
に
保
育
す
る
乳
幼
児
の
数
が

五
人
以
下
で
あ
る
施
設
の
設
置
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
置
者
及
び
職
員
に
対
す
る
研
修
の
受
講
状
況

第
五
十
条
の
三
の
表
第
十
条
第
一
項
第
十
一
条
第
十
五
条
第
十
六
条
第
三
十
六
条
の
三
十
一
第
二
項
の
項
中
「
第
三
十
六
条



「
第
三
十
六
条
の
三
十
三
第
二
項

の
三
十
一
第
二
項
」
を

に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項
」

第
三
号
様
式
裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



裏
第

十

八

条

の

十

六

都

道

府

県

知

事

は

、

試

験

事

務

の

適

正

か

つ

確

実

な

実

施

を

確

保

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

必

要

な

限

度

で

、

指

定

試

験

機

関

に

対

し

、

報

告

を

求

め

、

又

は

当

該

職

員

に

、

関

係

者

に

対

し

質

問

さ

せ

、

若

し

く

は

指

定

試

験

機

関

の

事

務

所

に

立

ち

入

り

、

そ

の

帳

簿

書

類

そ

の

他

の

物

件

を

検

査

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

②

前

項

の

規

定

に

よ

る

質

問

又

は

立

入

検

査

を

行

う

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

職

員

は

、

そ

の

身

分

を

示

す

証

明

書

を

携

帯

し

、

関

係

者

の

請

求

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

を

提

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

③

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

権

限

は

、

犯

罪

捜

査

の

た

め

に

認

め

ら

れ

た

も

の

と

解

釈

し

て

は

な

ら

な

い

。

第

三

十

四

条

の

五

都

道

府

県

知

事

は

、

児

童

の

福

祉

の

た

め

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

障

害

児

通

所

支

援

事

業

等

、

児

童

自

立

生

活

援

助

事

業

若

し

く

は

小

規

模

住

居

型

児

童

養

育

事

業

を

行

う

者

に

対

し

て

、

必

要

と

認

め

る

事

項

の

報

告

を

求

め

、

又

は

当

該

職

員

に

、

関

係

者

に

対

し

て

質

問

さ

せ

、

若

し

く

は

そ

の

事

務

所

若

し

く

は

施

設

に

立

ち

入

り

、

設

備

、

帳

簿

書

類

そ

の

他

の

物

件

を

検

査

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

②

第

十

八

条

の

十

六

第

二

項

及

び

第

三

項

の

規

定

は

、

前

項

の

場

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

第

三

十

四

条

の

十

四

都

道

府

県

知

事

は

、

前

条

の

基

準

を

維

持

す

る

た

め

、

一

時

預

か

り

事

業

を

行

う

者

に

対

し

て

、

必

要

と

認

め

る

事

項

の

報

告

を

求

め

、

又

は

当

該

職

員

に

、

関

係

者

に

対

し

て

質

問

さ

せ

、

若

し

く

は

そ

の

事

業

を

行

う

場

所

に

立

ち

入

り

、

設

備

、

帳

簿

書

類

そ

の

他

の

物

件

を

検

査

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

②

第

十

八

条

の

十

六

第

二

項

及

び

第

三

項

の

規

定

は

、

前

項

の

場

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

③

・

④

（

略

）

第

三

十

四

条

の

十

八

の

二

都

道

府

県

知

事

は

、

児

童

の

福

祉

の

た

め

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

病

児

保

育

事

業

を

行

う

者

に

対

し

て

、

必

要

と

認

め

る

事

項

の

報

告

を

求

め

、

又

は

当

該

職

員

に

、

関

係

者

に

対

し

て

質

問

さ

せ

、

若

し

く

は

そ

の

事

業

を

行

う

場

所

に

立

ち

入

り

、

設

備

、

帳

簿

書

類

そ

の

他

の

物

件

を

検

査

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

②

第

十

八

条

の

十

六

第

二

項

及

び

第

三

項

の

規

定

は

、

前

項

の

場

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。



③

（

略

）

第

四

十

六

条

都

道

府

県

知

事

は

、

第

四

十

五

条

第

一

項

及

び

前

条

第

一

項

の

基

準

を

維

持

す

る

た

め

、

児

童

福

祉

施

設

の

設

置

者

、

児

童

福

祉

施

設

の

長

及

び

里

親

に

対

し

て

、

必

要

な

報

告

を

求

め

、

児

童

の

福

祉

に

関

す

る

事

務

に

従

事

す

る

職

員

に

、

関

係

者

に

対

し

て

質

問

さ

せ

、

若

し

く

は

そ

の

施

設

に

立

ち

入

り

、

設

備

、

帳

簿

書

類

そ

の

他

の

物

件

を

検

査

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

②

第

十

八

条

の

十

六

第

二

項

及

び

第

三

項

の

規

定

は

、

前

項

の

場

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

③

・

④

（

略

）



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
十
六
条
の
三
十
五
の
改
正
規
定
、
第
三
十
六
条
の
三
十
六
の
二
の
改
正
規
定
、
第
五
十
条
の
三
の
表
の
改
正
規
定

第
三
号
様
式
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
五
項

公
布
の
日

二

附
則
第
四
項
の
規
定

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
児
童
福
祉
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
三
第
九
項
か

ら
第
十
二
項
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
又
は
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
（
次
項
に
お
い
て

「
既
存
施
設
」
と
い
う
。
）
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。

）
第
四
十
九
条
の
二
各
号
に
該
当
す
る
も
の
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」



と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
二
第
一
号
へ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
若
し
く

は
第
三
十
五
条
第
四
項
の
認
可
又
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
認
可

を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
児
童
福
祉
施
設
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
認
可
を
取
り
消

さ
れ
た
も
の
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
可
を
取
り
消
さ

れ
た
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
未
認
可
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
置
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
新
規
則
第
四
十
九
条
の
三
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

既
存
施
設
（
新
規
則
第
四
十
九
条
の
二
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
旧
規
則
第
四
十
九
条
の
二
第
一
号
に
該
当

す
る
も
の
で
あ
っ
て
未
認
可
施
設
で
あ
る
も
の
の
設
置
者
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
新
規
則
第
四
十
九
条

の
三
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
附
則
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
前
二
項



に
定
め
る
事
項
を
届
け
出
た
者
と
み
な
す
。

５

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


